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研究成果の概要（和文）：マラウイとモザンビークを対象として、農業政策と小規模生産者の関係に関する研究
を実態調査にもとづき実施した。研究は現地政府機関（マラウイ農業省とモザンビーク・コットン研究所）職員
と共同でおこない、研究成果を両国の政策立案に利用する社会実装型研究を目指した。研究の成果は、学術論文
（３編）と学会発表（４本）の形で公表した。また調査で得られた情報やデータは、現地政府機関の共同研究者
を通じてそれぞれの国に還元された。

研究成果の概要（英文）：This study investigated the interrelationship between agricultural policies 
and smallholder livelihoods in Malawi and Mozambique. Throughout the research period, we 
collaborated with the staff of Ministry of Agriculture in Malawi and Mozambique Institute of Cotton,
 and the collected data and study outcomes were used to improve agricultural policies in the two 
countries. The results of study were published in three academic journals and presented in four 
meetings of academic societies.
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１．研究開始当初の背景 
 
 本研究では、モザンビークとマラウイで村
落実態調査を実施し、農村住民の生計の特徴
を彼らが直面するリスクとの関係に注目し
て明らかにする。そのうえで、両国でおこな
われている農業保険政策、農業投入財政策、
現金給付政策の実施内容を、ミクロな小農の
生計戦略の視点から評価し直す。研究は現地
の政策実施機関と共同でおこない、研究成果
を両国の農村貧困問題解決のために利用・展
開させる社会実装型の研究を目指す。 
 
２．研究の目的 
 
 目的１：東南部アフリカにおける小農の生
計の特徴を、農業生産におけるリスクとの関
係に注目して明らかにする。アフリカ農村に
おける小農の生計に関する過去の研究は、研
究対象国がケニアやエチオピアなど一部の
国に集中する傾向があった。モザンビークや
マラウイなどの東南部アフリカ地域の国に
ついては、アフリカの中でも特に貧困問題が
深刻であるにもかかわらず、村落レベルでの
詳細な調査・分析をおこなった研究が少ない。
本研究ではこの研究ギャップを埋めるため
に、上記 2 カ国の農村地域を対象とした調査
をおこない、小農の生計の実態を彼らが直面
するさまざまなリスクに注目しながら明ら
かにする。 
 
 目的２：農業保険政策、農業投入財補助金
政策、貧困層向け現金給付政策に注目し、こ
れらの政策を小農の生計戦略の視点から再
評価する。政府による農業投入財補助金政策
や現金給付政策は、さまざまな批判にもかか
わらず一部のアフリカ諸国で継続して実施
され、その評価が議論されている。また農民
のリスクを軽減するための農業保険政策は、
複数のアフリカ諸国でパイロット的に実施
され、その効果に関する研究も公刊されつつ
ある。しかしこれらの既存研究はいずれもマ
クロな政策効果の視点からおこなわれるこ
とが多く、ミクロな小農の生計戦略の視点か
ら政策の妥当性を検討したものは少ない。本
研究は、小農世帯の生計戦略の視点から２つ
の政策を検討し直し、マクロな政策効果の分
析に偏った研究の現状を打開することを目
指す。 
 
 目的３：分析結果を現地の農村貧困問題の
解決に利用・展開し、社会実装型の研究を実
現する。調査の実施から研究成果の刊行まで
には長い時間を要するため、研究成果が調査
対象国の政策に反映されるまでに通常は数
年単位の時間がかかる。本研究ではこの時間
差を短縮し、調査結果が現地の政策に可能な
限り短時間で反映されるよう、調査対象国の
政策実施機関と共同で調査研究をおこない、
その成果をすぐにフィードバックする。 

 
３．研究の方法 
 
 本研究は、3 年計画でおこなった。研究対
象は、モザンビーク北部とマラウイ南部の 2
地域とした。現地調査では、小農生産とリス
クの相互関係に注目した村落実態調査に重
点を置き、二国間の比較研究が可能になるよ
うにした。研究はモザンビーク・コットン研
究所とマラウイ農業省の協力のもとにおこ
ない、研究成果をこれら現地機関にフィード
バックして今後の政策立案や問題解決のた
めに利用・展開した。 
 本研究の特色は二点ある。第一に、政策実
施者の視点からではなく、個々の小農の視点
から政策内容を再検討した点である。ミクロ
レベルでの生計の実態分析を研究の中心に
据え、小農が直面するさまざまなリスクや不
確実性を総合的に理解したうえで政策の内
容とその影響を検討した。 
 第二の特色は、二国間比較の視点である。
自然条件や農業経営の特徴が似通った二カ
国を調査対象とし、単なる事例研究にとどま
らない、他国にも適用可能な政策上の示唆を
得ることを目指した。 
 上記の特色を持つ本研究の分析結果は、ア
フリカ諸国の農村貧困研究、および農業政策
の立案・実施に直接貢献できる。農村住民の
生計がどのような状況にある場合にどのよ
うな政策が有効か、現状の政策実施内容の問
題点は何か、それを改善するために必要な諸
条件は何か、についての具体的かつ実際的な
知見が得られた。 
 
４．研究成果 
 
(1)モザンビークで新たに導入された農業保
険政策については、どのような農民が農業保
険に加入するのかを検討した。その結果、①
若年層の農民、②ラジオを保有している農民、
③経営面積の大きい農民、④綿生産からの所
得が大きい農民が、保険に加入する傾向が強
いことが判明した。①については、若年層の
ほうが教育を受けていることが要因と考え
られる。②は、農民が知識や情報を得る際に
ラジオが重要な源であることを反映したも
のである。③および④については、大規模経
営で所得の大きい農民ほど天候不順時の損
失が大きいため、保険加入のインセンティブ
が強いと推測される。研究ではこの他に、農
家の経営面積ごとに農業保険に払ってもい
いと考える金額が異なることも明らかにな
っており、これらの結果を踏まえた政策立案
が必要である。 
 
(2)マラウイの投入財補助金政策(AISP)につ
いては、AISP の実施により世帯レベルの食
糧安全保障は確立されたか、について検討し
た。 AISP のもとでの世帯レベルの食糧安
全保障については、小規模生産者が採用した



トウモロコシ種子の種類が大きく影響して
いた。化学肥料投入の効果を最大限に高めて
単収増大を実現するためには、放任受粉品種
種子よりもハイブリッド品種種子を利用す
る必要があり、農民もそれを熟知していた。
しかし調査村のひとつではハイブリッド品
種種子の入手が困難だったため農民はやむ
を得ず放任受粉品種種子を購入し、これが単
収の相対的低下を招いた。 
 また、AISP 実施によって必ずしもミクロ
の世帯レベルの食糧安全保障の実現を意味
するものではないことも明らかになった。調
査村では、AISP の恩恵を受けながらも自給
に必要なトウモロコシ生産量を達成できて
いない世帯が多い。AISP の実施のみでマラ
ウイの農村世帯（特に作付面積が狭小な世帯）
の食糧安全保障を実現するのは困難であり、
投入財を利用してもトウモロコシの自給が
困難な世帯に対しては、トウモロコシ以外の
農業生産を含めたより広い視野からの政策
支援が今後必要である。 
 
(3)マラウイの現金給付政策(CBT)について
は、受給者決定プロセスと受給者の社会経済
的特徴を検討した。コミュニティ住民による
受給者選定プロセスにおいては、富裕層や村
長を排除する制度が採用されており、権力者
による恣意的な受給者選択が避けられてい
た。また、おおむね政府が定める受給条件に
そった受給者選定がおこなわれていたが、受
給者の最終決定に際しては政府が指定する
受給条件以外にも、世帯の個別事情や農外所
得の有無とその内容などが考慮されていた。 
 農外所得が受給者決定に際して重視され
ている背景には、村民の多くが主食であるト
ウモロコシの生産を主体とした農業を営ん
でいるにもかかわらず自給を達成できない
ため、耕種所得以外の所得（家畜所得や農外
所得）で生計を成り立たせている現状があっ
た。そのためコミュニティ内における受給者
の選定においては、このような生計の脆弱性
を軽減する手段（家畜保有や農外経済活動な
ど）がない世帯ほど、社会的保護政策の恩恵
を受けるべき世帯であると判断されている
と考えられる。夫の死や離婚によって女性世
帯主世帯になった世帯や家族内に障害者の
いる世帯が受給者に選ばれているのも、その
ような事態が世帯の貧困状況を極度に悪化
させていると判断されたためである。すなわ
ち住民は、貧困や脆弱性を自分たちが置かれ
ている現状に基づいて定義し、その定義にふ
さわしい世帯を受給者として選定している。 
 以上のことから、CBT において政府が定め
る条件に完全に合致する世帯以外も受給者
として選ばれたのは、受給世帯の選定方法に
問題があるためではなく、誰が給付を受ける
べきかに関して、政府と農村住民の間に判断
基準の違いが存在するためであったと考え
られる。すなわち、政府は計測が容易で数値
化が可能な指標（労働力の多寡や資産保有）

を判断基準とし、農村住民は個別の世帯が直
面している貧困状況や脆弱性の内容（経済活
動の内容や予測できない不幸など）を判断基
準としている。したがって社会的保護政策の
評価においては、受給世帯の特徴が政府指定
の受給条件に合致していないこと自体を政
策実施の問題点とするべきではなく、村民が
置かれている現状やそれにもとづく村民自
身の判断基準をも考慮に入れた、詳細かつ多
面的な評価が必要になる。 
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